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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　隣接する二つの椎骨（２，２’）を結合するための椎間安定装置であって、隣接する二
つの椎骨の椎骨体（４，４'）の間に少なくとも部分的に挿入されるように意図されたイ
ンプラント（１８；６８；１１８；１６８；２１８；２６８；３１８；３６８）を有し、
該インプラント（１８；６８；１１８；１６８；２１８；２６８；３１８；３６８）は隣
接する二つの椎骨体（４，４'）に少なくとも１種類の相互自由度を付与するものであり
、当該装置は少なくとも椎間屈曲方向における該椎骨（２，２'）間の変位を緩衝するた
めに椎間スペース（１２）の後方に配置される少なくとも一つの追加椎間緩衝部材（２０
；３２０；３７０）をさらに有することを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記インプラント（１８，６８）が、該インプラントの固定回動軸（２８；７８）を中
心とする回転における少なくとも１種類の自由度を前記二つの椎骨体（４，４'）に付与
することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　少なくとも前記椎間屈曲方向の緩衝のため、前記インプラント（１８；６８）の前部側
に配置された追加手段（３０）が設けられることを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記インプラント（１１８）が、該インプラントの可動回動軸（１２８；２２８）を中
心とする回転における少なくとも１種類の自由度を前記二つの椎骨体（４，４'）に付与
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することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記インプラント（１６８）が、特にシリコンポリマーまたはエラストマで製作されて
いて、剛性材料製のコーティング（１７４，１７６）により部分的に被覆される弾性コア
（１７８）を含むことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　椎骨鎖の主軸（Ａ）の各側に配置された二つの追加椎間緩衝部材（２０Ａ，２０Ｂ）が
設けられることを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載の装置。
【請求項７】
　前記追加椎間緩衝部材（２０Ａ，２０Ｂ）を互いに接続するための手段（２７２）がさ
らに設けられることを特徴とする請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記インプラントが、少なくとも一つの部分的椎間人工装具（２６８，２６８'）を含
むことを特徴とする請求項１～７の一つに記載の装置。
【請求項９】
　前記椎間インプラントが、単一の追加椎間緩衝部材（２０Ａ）と連係する単一の部分的
人工装具（２６８）を含み、両者が前記椎骨鎖の前記主軸（Ａ）に対して同じ側に偏位し
ていることを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記椎間インプラントが、前記主軸（Ａ）の各側に配置された二つの追加椎間緩衝部材
（２０Ａ，２０Ｂ）とともに、前記軸（Ａ）の各側に配置された二つの部分的人工装具（
２６８，２６８'）を含むことを特徴とする請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　上方椎骨に固着された上方ストップ要素（３２６）と下方椎骨に固着された下方ストッ
プ要素（３３４）とをさらに含み、これらの追加椎間ストップ要素が、患者の横方向軸（
Ａ'）と矢状方向軸（Ａ''）とを中心とする前記上方椎骨（２）と前記下方椎骨（２'）と
の相互回転を許容するとともに、垂直軸（Ａ）を中心とする該二つの椎骨の相互回転を阻
止する相互支承面（３２６'，３３８；３３６'，３３８'；３４２，３４２'）を有し、該
支承面がさらに、該矢状方向（Ａ''）を中心とする一方向における該椎骨の相互並進運動
を許容し、該垂直軸（Ａ）を中心とする二つの方向における該二つの椎骨間の並進運動を
許容し、該横方向軸（Ａ'）を中心とする二つの方向における該二つの椎骨間の並進運動
を阻止する、請求項１～１０の一つに記載の装置。
【請求項１２】
　前記ストップ要素の一つが、前記垂直軸（Ａ）の各側に配置された二つの平坦支承面（
３２６'）を含み、該二つの面が斜めに延在して、該要素の他方に設けられた二つの球体
（３３８）と協働することを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　各ストップ要素（３２６，３３４）が、それぞれ上方（３２２，３２４）と下方（３２
２'，３２４'）の２本の柄付ねじにより固着されることを特徴とする請求項１１または１
２に記載の装置。
【請求項１４】
　各ストップ要素を少なくとも一つの柄付ねじと並進関係で選択的に接続させることので
きる手段（３３１，３３１'）が設けられることを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、椎間安定装置に関連する。
【０００２】
このような装置は通常、椎間板の全部または一部が外科手術または病気により損傷を受け
た時に、代替されることを意図するものである。
【０００３】
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本発明は、隣接する椎骨間に十分な動作の自由を確保しながら、椎骨鎖全体のレベルでは
ほんの僅かの機械的応力しか生じない安定装置の製造を提供する。
【０００４】
そのために、隣接する二つの椎骨の結合を目的とする椎間安定装置が設けられ。この装置
は隣接する二つの椎骨の椎骨体の間に少なくとも部分的に挿入されるインプラントを含み
、該インプランは隣接する二つの椎骨体に少なくとも１種類の相互自由度を付与するもの
であり、同装置はさらに、少なくとも椎間屈曲方向における椎骨間の変位を緩衝させるた
めに椎間スペースの後方に配置される少なくとも一つの追加椎間部材を含む。
【０００５】
二つの隣接する椎骨が単一の自由度を持つ場合、患者の屈曲動作および伸張動作に対応す
る、この患者の横軸を中心とする回転の自由度が問題となる。各追加椎間部材は、患者が
前屈みになる際の少なくとも椎間屈曲方向における隣接椎骨間の変位を緩衝する。この椎
間屈曲は、各追加椎間部材の伸張に、つまり患者が起立する時の垂直方向に当たる椎骨鎖
の略主要方向である主要方向における伸張に対応する。
【０００６】
本発明を非限定的な例示としてのみ与えられた、添付の図面を参照して以下に説明する。
【０００７】
図１は、本発明による安定装置を介して結合された二つのそれぞれ上方（２）および下方
（２'）椎骨を示す。各椎骨は、茎体６，６'により延出された椎骨体４，４'と、上方関
節突起８，８'と、下方関節突起１０，１０'とを含む。１２は椎間スペース、１４，１４
'は対向する関節面、１６，１６' は関節嚢を表す。
【０００８】
椎間スペース１２に収容された体幹間インプラント１８と、全体として参照番号２０が付
けられた緩衝部材とを含む安定装置により、二つの椎骨２，２'が相互に結合され、緩衝
部材の二つの端は、柄付ねじ２２，２２'を介して対応する椎骨に固定されている。
【０００９】
緩衝部材は例えば、フランス国特許公開公報第２６７６９１１号（ＦＲ－Ａ－２６７６９
１１）の教示またはフランス国特許公開公報第２７５１８６４号（ＦＲ－Ａ－２７５１８
６４）の教示によるものである。また例えばフランス国特許公開公報第２６９４１８２号
（ＦＲ－Ａ－２６９４１８２）の教示による帯状部材を含んでもよい。
【００１０】
図２にはインプラント１８がさらに詳細に図示されている。図２では、後続の図と同様に
、右側が椎間スペース１２の後部に対応し、左側が前部に対応する。
【００１１】
インプラント１８は、平坦な各接触面２４'，２６'により椎骨体４，４'と接触する上方
要素（２４）と下方要素（２６）とを含む。変形として、これら接触面は別の形状、特に
凸状でもよい。
【００１２】
要素２４，２６は、横方向に延びる回動軸２８により関節接続された側部２４''，２６''
をそれぞれ含む。椎間スペース１２の後側に配置されたこの回動軸２８は、表面２４'，
２６'の間、ひいては椎骨体４，４'の間に一つの自由度を付与する。この単一の自由度は
、横方向つまり矢状方向の回動軸２８またはその延長線を中心とする回転であり、ゆえに
これは前方または後方への患者の屈曲に対応する。
【００１３】
椎間スペース１２の前側において要素２４，２６には、圧縮状態で作用するばね３０が固
定されている。このばねを、例えばエラストマ、特にゴムで形成された弾性ブロックによ
って置き換えることもできる。
【００１４】
図３は、参照番号６８が付けられた椎間インプラントの第二の実施形態を示す。この椎間
インプラントは、平坦な接触面７４'，７６'を介して椎骨体４，４'とそれぞれ接触する
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二つの上方要素（７４）と下方要素（７６）とを含む。
【００１５】
これら要素の一方、この場合では上方要素は、椎間スペース１２の後部寄りに配置された
、カップを形成する球形ハウジング７４''を備える。このハウジング７４''は、他の要素
つまり下方要素７６の球形突起７６''と協働する。
【００１６】
ハウジング７４''と突起７６''の半径が概ね同一であると仮定すると、それらの協働によ
り固定中心７８を中心とする球形突起７６''、接触面７４'，７６'、ひいては椎骨体４，
４'の３つの回転自由度が確保される。
【００１７】
例えば椎間スペースの前側において上方要素と下方要素との間に延在する３０と同様のば
ねを一つ以上、または弾性ブロックをこのインプラント６８に設けることも可能である。
【００１８】
図４は、全体として参照番号１１８が付けられた椎間インプラントの第三実施形態を示す
。このインプラントは、プレートを形成する上方要素（１２４）と下方要素（１２６）の
二つを含む。平坦面１２４'，１２６'を介して各椎骨体と当接するこれらの各プレートは
、球形凹部１２４''，１２６''を備える。凹部１２４''，１２６''の曲率半径よりかなり
小さい曲率半径を持つボール１２８が、プレート１２４，１２６の間に挿入されている。
【００１９】
このボール１２８は、板１２４，１２６の隣接表面の付近で自由に移動して、可動点を中
心とする３種類の回転自由度と、このボール上に対するプレートの摺動により可能となる
２種類の並進自由度とを二つの椎骨体４，４'に付与する。プレート１２４，１２６に対
する相互変位を許容するため、上述した凹部１２４''，１２６''より小さな曲率半径を持
つ接触面を介してプレートと当接する、例えば楕円形または円筒形の非球形部材にこのボ
ールを置き換えることが可能である。
【００２０】
図５は、全体として参照番号１６８が付けられた椎間インプラントの第四変形形態を示す
。このインプラントは、弾性コア１７８が間に挿入された２枚の剛性プレート１７４，１
７６により形成されるコーティングを含む。プレート１７４，１７６は、椎骨体に隣接す
るコア１７８の縁部に配置されているという点で、このコアを部分的に被覆している。プ
レートは例えばチタン製であり、例えばプレートに接着されるコアは、例えばシリコンま
たはエラストマ、特にゴムで製作される。
【００２１】
プレート１７４，１７６は、平坦面１７４'，１７６'を介して椎骨体４，４'と接触する
。このインプラントは、インプラント１８，６８，１１８と同様に、嵌入により椎間スペ
ースに挿入される。配置されたインプラントの垂直方向寸法に対応する、接触面１７４'
，１７６'を分離する距離が、患者の垂直方向解剖学的休止位置において前部へと増大す
ることも考えられる。
【００２２】
図６は、全体として参照番号２１８が付けられた椎間インプラントの第五実施形態を示す
。このインプラントは、脊椎の主軸と平行な主軸を持つ周縁リング２２６に囲繞された剛
性ボール２２８を含み、このリングはゴムなどの弾性材料製である。リングの側端は、各
椎骨体４，４'と接触するプレート２２４に固着されている。
【００２３】
上述したインプラント１８，６８，１１８，１６８，２１８は、完全円板形の人工装具で
ある。部分的な円板形人口装具である、図７に図示されたインプラント２６８を採用する
ことも可能である。円板２７０に挿入されるこのインプラント２６８は、患者が直立位置
にある時に患者の後方から前方に延在する正中平面Ｐを通る垂直軸となる椎骨鎖の主軸Ａ
に対して、偏位した状態で配置されている。この人工装具は、椎間スペースへねじ止めま
たは嵌入により挿入される。
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【００２４】
部分的人工装具２６８は、部分的人工装具２６８と軸Ａについて同じ側に偏位状態で配置
された緩衝部材２０Ａと連係する。
【００２５】
軸Ａについて反対側に位置する追加人工装具２６８'を部分的人工装具２６８と連係させ
てもよい。破線で示されたこの部分的人工装具２６８'は部分的人工装具２６８と類似し
ているが、後方から見て非対称的に発生する可能性のある椎間板の虚脱を補うように、こ
れら二つの部分的人工装具２６８，２６８'を異なる高さにできることが理解できるであ
ろう。部分的人工装具２６８'は、部分的人工装具２６８'と軸Ａについて同じ側に設けら
れ、破線で図示された追加緩衝部材２０Ｂと連係する。
【００２６】
図８は、関節突起８，１０の各側に配置される二つの緩衝部材２０Ａ，２０Ｂを示す。こ
のような緩衝部材は金属部品であり、例えばフランス国特許公報第２７５１８６４号（Ｆ
Ｒ－Ａ－２７５１８６４）の教示によるものである。略水平方向に延在する横棒２７２に
より、相互に接続されると好都合である。各部材１０，１０Ａと棒２７２との間の接続は
頑丈で、例えばはんだを使用する。これら緩衝部材の中間部の高さに設けられると好都合
である。
【００２７】
図９～１１は、脊椎の主軸の各側に配置された２本の上方柄付ねじ３２２，３２４が、二
つの下方柄付ねじ３２２'，３２４'とともに設けられた本発明の追加変形例を示す。安定
装置は、例えば１６８に類似したインプラント３１８と、さらに２０に類似した追加椎間
部材３２０とを含む。
【００２８】
この安定装置は、水平ブランチ３２８と２本の垂直ブランチ３３０とを備える上方ストッ
プ要素３２６を含む。このブランチ３２８には、上方柄付ねじ３２２、３２４の柄部が通
過するための二つの円形開口部が穿設されている。各開口部の壁からは、ねじの一部を被
覆する軸方向スリーブ３２９が延びている。ブランチ３２８と一体的であってもよいこの
スリーブは、ねじの主軸と平行な並進運動において、ストップ要素を柄ねじに対して選択
的に移動不可能とするのに適したロックねじ３３１を受容する。
【００２９】
この装置はまた、球体３３８が設けられた棒３３７が二つの端から延出する水平ブランチ
３３６を含む下方ストップ要素３３４を含む。この下方要素には、２本の下方柄付ねじ３
２２'，３２４'の柄部が通過するための二つの開口部が穿設されている。上方要素につい
て上述したことと同様に、各開口部にはねじ３３１'を備える軸方向スリーブ３２９'が設
けられている。
【００３０】
さらに変形形態として、開口部の少なくとも一つが長円形スロットであってもよい。こう
するとストップ要素の寸法を柄付ねじの様々な離間関係に適合させることが可能となる。
水平ブランチ３２８，３３６は長さが変化してもよく、例えば入れ子式であってもよい。
【００３１】
各垂直ブランチ３３０は、端が斜めに延びる平坦面３２６'となるように折り曲げられて
いる。つまりこの端は、患者の右から左へ延びる正中横軸Ａ'に平行でも、患者の後方か
ら前方へ延在する正中矢状軸Ａ''に平行でもないのである（図１１）。この平坦面３２６
'の主軸Ｄは、これら２本の軸Ａ'，Ａ''の交点を通る直線Ｄ'、特に二分線と平行である
。
【００３２】
各面３２６'は、対応する球体３３８と実質的な点接触で協働する。その結果、上方およ
び下方ストップ要素の間、ひいては二つの椎骨２，２'の間で、軸Ａ'とＡ''を中心とする
２種類の回転が許容される。反対に、これら椎骨間では垂直軸Ａを中心とする回転が阻止
される。
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【００３３】
さらに、矢状方向軸Ａ''に沿った二つの椎骨２，２'の相互並進運動が、一方向で許容さ
れる。例えば上方椎骨は下方椎骨に対して前方へ移動できないが、反対にこの下方椎骨に
対して後方へは移動できる。
【００３４】
そのうえ、横方向軸Ａ'に沿った両方向における二つの椎骨２，２'の相互並進も阻止され
る。最後に、垂直軸Ａに沿った二つの方向におけるこれら二つの椎骨間の相互並進は許容
される。
【００３５】
他の構成も考えられる。例えば、上方ストップ要素は、下方要素の水平ブランチ３３６か
ら延出する斜め平坦面３３６'を終端とする垂直ブランチと協働する少なくとも一つの球
体３３８'を備えてもよい（図１２）。それぞれが各ストップ要素に属する二つの隣接す
る球形支承面３４２，３４２'を協働させてもよい（図１３）。
【００３６】
追加変形形態として、垂直ブランチ３３０の少なくとも一方は、各ブランチ３３０と対応
する球体３３８との間の永続的な接触を可能にする弾性を備える弾性材料で少なくとも部
分的に製作されてもよい。ブランチの主軸を中心とする回転においてある相互間隙が設け
られるように、少なくとも一つの垂直ブランチを二つの部品で製作することも考えられる
。この間隙の可能性は、二つのストップ要素を配置するための一時的なものであってもよ
いし、各場合にブランチと球体との間の角度適合を保証するための永続的なものであって
もよい。
【００３７】
もとの後部関節の一部が損傷を受けていない場合には特に、単一の球体３３８と協働する
単一の垂直ブランチ３３０を設けることも可能である。
【００３８】
上方または下方要素の各々が２本の柄付ねじに一度で取り付けられると仮定すると、それ
によって、ねじが所定位置に配置されれば、椎骨体に対するこれらねじの離脱を回避する
ことが可能である。
【００３９】
図１４は、本発明の追加変形実施形態を示す。ここで説明する装置は、椎間スペースに少
なくとも部分的に挿入されるインプラント３６８を含む。このインプラントは、二つのシ
ェル３６９に囲繞されたそれぞれ３６８'と３６８''の二つの室を含む。ほぼ円弧の形の
横断面を持つこれらシェルの各々は、チタンなどの剛性材料で製作される。椎骨体４，４
'と接触するためのこれらシェル３６９は、例えば接着によって室に固着される。
【００４０】
おそらくは多孔性膜３９６により分離されるこれら二つの室３６８，３６８'には、緩衝
流体が充填される。この緩衝流体は、水やオイルなどの少なくとも１種類の液体を含む。
空気、またヒドロゲルなどの親水性の物質を収容してもよい。
【００４１】
図１１に図示された安定装置はまた、椎間スペースの後方に配置された緩衝部材３７０も
含む。この部材は、剛性の容器３７２を含み、その中には容器の横方向寸法に近い横方向
寸法を持ち上端を形成するヘッド３７６を含むピストン３７４が配置されている。ヘッド
と容器の対向壁の間には、Ｏリング３７８が取り付けられている。
【００４２】
ピストンのヘッド３７６は、Ｏリング３８４を介在した状態で容器３７２の下壁３８２を
密封状態で横切る垂直棒３８０から延出している。ヘッド３７６と反対の棒３８０の下端
は、下方ねじ３７１のヘッドに対して回動可能に取り付けられている。
【００４３】
ピストンのヘッドは、容器３７２に属する上室（３８６）と下室（３８８）とをそれぞれ
形成している。上室は、容器の上壁とヘッドの反対壁との間で垂直方向に延在して圧縮状
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態で作用するばね３９０を収容する。このばねにより、患者の生理学的に好都合な背柱前
後湾曲姿勢に対応する下方位置へ、ピストンが戻ることができる。
【００４４】
インプラント３６８の前室は導管３９２を介して部材３７０の上室と流体連通状態に置か
れるのに対して、インプラントの後室は追加導管３９４を介して下室３８８と流体連通状
態に置かれる。その結果、患者が矢印Ｆの方向に前傾すると、前室から上室の方向へ流体
が流入して、ピストン３７４を上方ねじ３７３と反対に容器内で下降させる。これにより
導管３９４を介して下室から後室へ向かう流体の移動が引き起こされる。そのため、この
異なる流体の流れにより屈曲動作が緩衝されるのである。
【００４５】
本発明は、説明し図示した実施形態には限定されない。
【００４６】
本発明の安定装置に属するインプラントは、部分的でも完全なものでもよい。部分的イン
プラントが問題となる場合、同じ二つの椎骨の間にこの種のインプラントを複数配置して
もよい。このインプラントは、前方ルートまたは後方ルートのいずれかにより所定位置に
配置される。
【００４７】
さらに、３種類の回転自由度と、さらに２種類の並進自由度とを椎骨体４，４'に付与す
る、２２８と同様な単一のボールの使用も考えられる。親水性ゲルまたは水を収容する包
膜形状の椎間インプラントを製作することも可能であり、このインプラントは人工装具の
核を構成する。
【００４８】
欧州特許公開公報第０３４６２６９号（ＥＰ－Ａ－０３４６２６９）の教示にしたがって
、椎骨体の垂直壁にねじ止めなどでインプラントを固定することも可能であり、その場合
、このインプラントは二つの椎骨体の間に部分的にのみ挿入される。
【００４９】
椎間インプラントは緩衝流体を収容し、また１９９９年１２月２９日に第９９　１６６６
２号として出願されたフランス特許出願に記載された実施形態の一つにしたがってもよい
。この流体椎間インプラントは、例えば２０と類似した機械式の追加椎間部材との協働が
可能である。
【００５０】
さらに追加椎間部材もこのような緩衝流体を収容し、上述のフランス特許出願に記載され
た一実施形態にしたがってもよい。この流体追加椎間部材は、例えば１８などの機械式椎
間インプラントとの協働が可能である。
【００５１】
本発明は、前述した目的の達成を可能にする。
【００５２】
隣接する神経まで延在する椎間板の変性的病状の場合、外科医は、これにより圧縮された
神経根を解放する必要がある。そのため対応する手術では、後部椎間関節の少なくとも部
分的な破壊が行なわれる。
【００５３】
本発明の装置により、外科手術によりかなり低下した後部安定性を回復することが可能で
ある。
【００５４】
椎間インプラントは、対向する椎骨体に少なくとも１種類の自由度を付与することで、椎
間板の高さの回復と自然な椎間動作の回復とを可能にする。さらに追加椎間緩衝部材がこ
の後部安定性のための付加的部品となることは確実である。
【００５５】
この椎間インプラントとこの追加椎間部材との組合せにより、これら二つの要素を簡単に
信頼性を持って製造することが可能となる。ゆえに、満足できる椎間安定性を確保するた
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ためこれら二つの各要素に加えられる機械的応力を低下させて、その結果これら要素が受
ける磨耗を制限することが可能となる。ゆえに、相応じて使用寿命を延長させる。
【００５６】
ゆえに本発明の安定装置は確実に、椎骨鎖全体のレベルで大きな機能障害が現れないよう
に、同装置が接続する二つの椎骨の相対的動作を自然な椎間板により可能となる動作に十
分近づけることができる。
【００５７】
脊椎の主軸の各側に配置される二つの追加椎間緩衝部材を使用すると好都合である。実際
、患者が側方に傾く時には確実に追加緩衝部品となる。
【００５８】
一つまたは二つの後部関節塊を損傷した場合または損失した場合のように、椎間の水平方
向せん断を確実にかなり低下させる限りにおいて、これら二つの緩衝部材の間を接続する
ための手段を設けると好都合である。
【００５９】
椎間インプラントを少なくとも一つの部分的人工装具の形に製造すると好都合である。実
際にこのような人工装具は、その寸法ゆえに、患者の後部から導入され、その結果、これ
らの人工装具が緩衝部材と同時に埋め込まれる１回の手術のみが必要とされる。
【００６０】
単一の追加椎間緩衝部材と連係した単一の人工装具を、椎骨鎖の主軸に対して同じ側にと
もに偏位させて設けると、後方から見て非対称な椎間スペースの虚脱を克服することが可
能となる。このような非対称虚脱は、椎骨鎖の主軸の各側に配置された高さの異なる二つ
の人工装具を採用することによっても、回避される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による安定装置が配置された二つの隣接椎骨を示す概略側面図である。
【図２】　図１の安定装置に属するインプラントを示す拡大側面図である。
【図３～図６】　図１の安定装置に属するインプラントの変形実施形態を示す、図２と同
様な図である。
【図７】　本発明の追加変形形態を示す平面図である。
【図８】　図７の安定装置に属する二つの緩衝部材を示す背面図である。
【図９】　本発明の追加変形形態を示す、図１と同様な概略側面図である。
【図１０】　図９の装置を示す斜視図である。
【図１１～図１３】　図９の装置と二つの変形実施形態とを示す平面図である。
【図１４】　本発明の最後の変形実施形態を示す側面図である。
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